
 

貯金保険機構令和５年度業務運営方針 

施行 令和５年４月１日 

 

 

 令和５年度は、制度の創設・機構の設立 50周年の節目を迎える。 

この節目に当たり、経済情勢の変化、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展、系統

機関の業務運営方法の変化等を踏まえ、改めて、 

（１）保険関係の当事者である貯金者はもとより、農水産業協同組合（以下「組合」という。）に

も、信用秩序の維持を図るための組織としての役割を十全に果たしていると評価される業

務運営を徹底すること 

（２）加えて、機構内部の観点として、 

 ① これまで蓄えた知識と培った経験を受け継ぐこと、すなわち継承していくこと 

 ② 時代や情勢・状況に応じて不断に業務運営を見直していくこと、いわば「アップデート」

と「バージョンアップ」を繰り返していくこと 

を意識した上で、中期業務目標に掲げる目標を達成するため、以下の取組を実施し、適切な

業務運営を行う。 

 

 

１．責任準備金積立目標額の達成と妥当性の検討 

（１）適正に計算した保険料を納付期限までに全ての対象組合から着実に徴収することにより、

責任準備金積立目標額を確実に達成する。 

（２）系統貯金の動向、系統金融機関の健全性その他の系統信用事業を取り巻く環境の変化

等を検証することにより、責任準備金積立目標額及び保険料率の妥当性を検討する。 

 

２．より適切な破綻処理スキームの確立、系統機関等との連携を重視した破綻処理態勢の

整備・強化 

（１）項目別に編さんされた「管理人業務の手引」を「タイムラインマニュアル」として時系列に

整備することにより、破綻処理を迅速かつ的確に行えるようにする。 

（２）弁護士を中心とした「管理人業務等検討委員会」を通じた管理人業務における課題・問

題点等の洗い出しにより、破綻処理スキームの妥当性の検証とともに、必要に応じて破綻

処理態勢の見直しを行う。 

（３）機構職員に対して、リハーサル等の実地訓練の拡充実施を行うとともに、系統職員に対

して、管理人団候補者として養成するための研修を実施することにより、破綻処理態勢の

充実・強化を図る。 



（４）G-SIBｓ（グローバルなシステム上重要な銀行）の指定状況や指定銀行での取組などに

関する情報を収集・検証することにより、「農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理

に関する措置」の実務面での対応を準備する。 

 

３．基幹システムの充実・強化と情報セキュリティの強化 

（１）基幹システムを継続的に最適化することにより、迅速かつ的確な破綻処理のためのシス

テムの充実・強化を図る。 

また、機構の業務が経済安全保障推進法*1 において「特定社会基盤事業（役務）」として

位置づけられたことを踏まえ、システム設備を含む同法の「特定重要設備」等に関する情

報を収集することにより、求められる態勢を検討する。 

（２）サイバー攻撃や情報セキュリティ対策に関する情報を収集・検証すること、外部監査を活

用したリスクの把握・評価と是正措置を実施すること、さらには標的型メール攻撃等に関す

る訓練内容を高度化することなどにより、情報セキュリティの確保・強化を図る。 

（３）系統組織におけるマイナンバー法*2 への対応状況の情報を収集・検証することにより、

破綻処理業務における基幹システムへの活用など必要な措置を検討する。 

*1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 

*2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

 

４．系統組織や行政庁と連携した貯金者データの整備促進 

（１）「貯金者データ自己点検システム」と「自己点検再検証システム」の活用や貯金者データ

整備に関する照会対応により、各組合が行う貯金者データ整備を促進する。 

特に、名寄せ検証事業により、組合ごとの貯金者データの精度の維持・向上を図る。 

（２）上記（１）の取組の結果を踏まえた立入検査の実施により、組合ごとの課題を抽出すると

ともに、都道府県等における組合指導が検査結果を踏まえ、効果的なものとなるよう連携

する。 

（３）系統内における事務手続に関する情報を収集・検証するとともに、必要に応じて、系統

組織と連携し、組合における手順書等の整備を促進する。 

 

５．組合の破綻時における事務処理能力の向上等 

（１）全資産負債管理システムの運用マニュアルを整備することにより、破綻時における適切

な資料作成の迅速化を図る。 

（２）機構職員に対する研修・訓練の拡充実施により、破綻処理システム等のオペレーション

能力の向上を図る。 

（３）系統職員に対する研修会の実施により、管理人団候補者や貯金者データ整備担当者と

して必要な知識の習得と貯金者データの精度の維持・向上を図る。 

（４）都道府県等担当者に対する制度説明会の実施により、組合の破綻時に都道府県知事

等が行う「管理人の選任」その他の行政手続に必要な知識の習得と理解度の向上を図る。 



（５）組合のデータを活用したシステム処理のシミュレーションテストの実施により、迅速かつ

的確な名寄せ等に係るシステム処理対応能力の確保を図る。 

 

６．貯金保険制度の検討に資するための調査・研究等 

（１）農林水産省や農林中央金庫その他の系統全国団体と連携した「組合等の経営状況に関

する情報」の収集・検証により、系統組織の経営状況の分析を行う。 

（２）以下の調査等を行うことにより、制度の運用面における検証・分析等を行う。 

① 国内の預貯金保険制度に関する調査（預金保険制度の運用実態や対象金融機関へ

の対応等に関する情報収集・検証、系統組織を取り巻く情勢に関する情報収集・検証） 

② 海外の預金保険制度に関する調査 

 

７．貯金保険制度と貯金保険機構の業務に関する広報 

（１）利用者ニーズを踏まえた貯金保険制度の周知をデジタル技術も活用して行うことにより、

貯金保険制度が広く貯金者等に理解されるような広報活動を行う。 

（２）中期業務目標・業務運営方針や契約関係の最新情報や財務状況の情報開示について

タイムリーに発信するなど、ホームページを積極的に活用することにより、利用者にとって

ホームページが有用性・利便性のあるものとする。 

 

８．責任準備金見合資産の安全かつ効率的な運用・管理 

厳格な内部統制の下で、金利リスク等を踏まえた資金運用計画を月次で作成・管理する

ことにより、流動性、安全性及び収益性のバランスを勘案した適正かつ効率的な資産運用

を行う。 

 

９．株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に係る業務への対応 

事業者再生支援機構の決算状況・事業者への支援状況等を把握することにより、事業者

再生支援機構、関係当局等との間で出資者として適切に対応する。 

 

10．貯金保険機構の業務におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

（１）文書決裁・保存管理の電子化により、決裁を含む文書管理に関する業務の効率化を図

る。 

（２）会計処理システムを更改し、システムの最適化を行うことにより、財務管理や経理処理

の効率化を図る。 

（３）その他業務の DXに向けた検討・実施により、機構業務全体の業務改革を図る。 


